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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人日

本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業大

臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格（案）       JIS 
 C 6192-1：0000 
 (ISO 11146-1：2021) 

レーザ及びレーザ関連機器－レーザ光のビーム幅，

ビーム広がり角及びビーム伝搬比の試験方法 
－第 1 部: 無収差ビーム及び単純非点収差ビーム 

Lasers and laser-related equipment 
-Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam 
propagation ratios-Part 1: Stigmatic and simple astigmatic beams 

 
序文 

この規格は，2021 年に第 2 版として発行された ISO 11146-1 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で，附属書の語に続けて“J”を頭にもつ“A”から始まるラテン文字の大文字を付記し

た附属書 JA 及び附属書 JB は，対応国際規格にはない事項である。また，点線の下線を施してある参考事

項は，対応国際規格にはない事項である。 

レーザビームの伝搬特性は，10 個の独立したパラメータによる 2 次モーメントで特徴付けることが可能

である（ISO/TR 11146-3 を参照）。ただし，ほとんどのレーザビームは，対称性が高いため，必要なパラメ

ータは少なくて済む。 実際に使用されているほとんどのレーザは，無収差のビーム又は単純非点収差のビ

ームを放射するように共振器が設計されている。 

この規格では，無収差のビーム及び単純非点収差ビームの測定方法について説明し，一方，JIS C 6192-
2 は，一般の非点収差ビームの測定方法を扱っている。形のわからないビームには，JIS C 6192-2 の方法が

適用される。この規格及び JIS C 6192-2 の両方の部で記載されている 2 次モーメントの方法に基づくビー

ムの特性評価は，近軸近似範囲内でだけ有効である。 

ビームの特性評価及び伝搬並びにレーザビームの分類の理論的説明は，技術報告である ISO/TR 11146-3
に記載されており，暗雑音除去及びオフセット補正の手順が説明されている（附属書 JA 参照）。 

この規格では，放射パワー（エネルギー）密度分布の 2 次モーメントがビーム幅の決定に使用される。

ただし，一部のレーザ光源のビームでは，これらの量の直接測定で問題が発生する場合がある。この場合，

同等の結果が達成可能である限り，他の間接的な 2 次モーメント測定方法を使用することが可能である。 

ISO/TR 11146-3 では，ビーム幅測定の三つの代替方法と，この規格で使用されている方法との相関関係

が説明されている。これらの方法は，次のとおり（附属書 JB 参照）。 

－ 可変開口方式 

－ 移動ナイフエッジ方式 

－ 移動スリット方式 
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1 適用範囲 

この規格は，レーザビームのビーム幅（直径），ビーム広がり角及びビーム伝搬比の測定方法について規

定する。この規格は，無収差ビーム及び単純非点収差ビームにだけ適用する。ビームの形が不明な場合，

及び一般非点収差ビームの場合は，JIS C 6192-2 が適用される。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO 11146-1:2021，Lasers and laser-related equipment－Test methods for laser beam widths, divergence 

angles and beam propagation ratios－Part 1: Stigmatic and simple astigmatic beams（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS C 6192-2 レーザ及びレーザ関連機器－レーザ光のビーム幅，ビーム広がり角及びビーム伝搬比

の測定方法－第 2 部：一般非点収差ビーム 

注記 対応国際規格における引用規格：ISO 11146‑2，Lasers and laser-related equipment－Test methods 
for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios－Part 2: General astigmatic 
beams 

ISO 11145，Optics and photonics－Lasers and laser-related equipment－Vocabulary and symbols 

ISO 13694，Optics and photonics－Lasers and laser- related equipment－Test methods for laser beam power 
(energy) density distribution 

EN 61040:1992，Power and energy measuring detectors, instruments and equipment for laser radiation 

注記 廃止規格であるが対応国際規格のとおり引用規格とする。 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，ISO 11145，ISO 13694 及び EN 61040 による。 

ISO 及び IEC は，標準化で使用する用語データベースを次のアドレスに保持している。 

－ ISO オンライン閲覧プラットフォーム：https://www.iso.org/obp 

－ IEC エレクトロペディア：https://www.electropedia.org/ 

注記 1 これらの定義における x 軸，y 軸及び z 軸は，箇条 4 で示す実験室系を指している。この箇条及

びこの規格全体を通じて，“放射パワー密度分布 E(x,y,z)”という用語は，連続波光源を指して

いる。パルス光源の場合には，“放射エネルギーフルエンス分布 H(x,y,z)”に置き換えられる場

合がある。 

注記 2 “放射パワー”及び“放射エネルギー”は，それぞれ“radiant power”及び“radiant energy”に

対応する日本語の用語として用いている（IEC エレクトロペディア参照）。レーザ分野では，通

常，“光パワー”又は“光出力”，及び“光エネルギー”と記載されることが多い。測光分野で

は，“放射パワー”は，“放射束”として定義されている。 
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3.1 

放射パワー密度分布の 1 次モーメント, ,x y（first order moments of a radiant power density distribution） 

次式で与えられる，ビーム断面の放射パワー密度分布の重心座標 

( , , ) d d
( )

( , , )d d

E x y z x x y
x z

E x y z x y

 

 
 

 


 

 
--------------------------------------------------------------------------(1) 

( , , ) d d
( )

( , , )d d

E x y z y x y
y z

E x y z x y

 

 
 

 


 

 
-------------------------------------------------------------------------- (2) 

注釈 1 一次モーメントは，ISO 11145 でビーム重心の定義に使用されている。 

注釈 2 実際の応用では，無限積分領域は，箇条 7 に規定されている特定の方法によって縮小される。

ここでの積分領域の限定は，ISO 11145 に規定されている積分領域とは異なる。 

3.2 

放射パワー密度分布の 2 次モーメント，
2 2 2, ,x y xy   （second order moments of a radiant power density 

distribution） 
次式で与えられる，放射パワー密度分布の規格化された重み付き積分 

2

2 2

( , , ) ( ) d d
( )

( , , )d d
x

E x y z x x z x y
z x

E x y z x y


 

 
 

 

  
 

 

 
------------------------------------------------(3) 

2

2 2

( , , ) ( ) d d
( )

( , , )d d
y

E x y z y y z x y
z y

E x y z x y


 

 
 

 

  
 

 

 
------------------------------------------------(4) 

2

( , , ) ( ) ( ) d d
( )

( , , )d d
xy

E x y z x x z y y z x y
z xy

E x y z x y


 

 
 

 

       
 

 

 
---------------------------------(5) 

注釈 1 実際の応用では，無限積分領域は，箇条 7 に規定されている特定の方法によって縮小される。 

注釈 2 2
xy は，記号表記であり 2 乗値ではない。この量は，正，負又は 0 の値をとり得る。 
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注釈 3 角括弧“ ”は，JIS C 6192-2 及び ISO/TR 11146‑3 で使用されている演算子表記である。 

3.3 
主軸， ', 'x y （principal axes） 

＜放射パワー密度分布＞ ビーム断面における放射パワー密度分布の 2 次モーメントに基づくビーム範

囲の最大及び最小範囲に対応する軸 
 

 

図 1－実験室系及び主軸座標系におけるビーム形状 

注釈 1 最大範囲及び最小範囲に対応する軸は，常に互いに直交している。 

注釈 2 特に明記されていない限り，この規格では，x' は実験室座標系の x 軸に近い方の主軸，y' は実

験室座標系の y 軸に近い方の主軸である。 

注釈 3 主軸が実験室座標系の x 軸及び y 軸と角度 π/4 をなす場合，便宜上，x'軸は最大範囲の方向にな

る。 

注釈 4 図 1 参照。 

3.4 
方位角， （azimuthal orientation） 
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＜放射パワー密度分布＞ 実験室系の x 軸と主軸 x'との間の方位角 

3.5 
ビーム幅，dσx’(z), dσy’(z) （beam widths） 

軸方向位置 z におけるビーム断面での，放射パワー密度分布の 2 次モーメントに基づいた，それぞれ主

軸 x'及び y'に沿った放射パワー密度分布の広がり範囲 

注釈 1 この定義は，ビーム幅を実験室座標系だけで定義する ISO 11145:2018 の 3.5.2 での定義とは異

なるが，この規格における目的から，ビーム幅をビームの主軸（3.3 参照）座標系で定義してい

る。 

注釈 2 3 種類の 2 次モーメントによるビーム幅の計算式は，7.2 に示されている。 

注釈 3 対応国際規格では，記号として“dσx’(z0x’), dσy’(z0y’)”を記載しているが，これらは，ビームウェ

スト位置の z 座標であり，定義と整合していないため，誤記を修正して記載した。 

3.6 
ビームだ（楕）円率，ε(z)（beam ellipticity） 

軸方向位置 z における放射パワー密度（放射エネルギーフルエンス）分布の真円度又は方形度を定量化

したパラメータ 

' '

' '

min ( ), ( )
( )

max ( ), ( )
x y

x y

d z d z
z

d z d z
 

 


  
  

 

注釈 1 定義から，0 < 𝜀(𝑧) ≤ 1。 

注釈 2 ( ) 0 .87z  であれば，だ（楕）円分布は，円形分布とみなすことが可能である。 

注釈 3 長方形分布の場合には，だ（楕）円率をしばしば“アスペクト比”という。 

注釈 4 この規格での定義と異なり，文献では，ときどき“だ（楕）円率”を
'

'

( )
1

( )
y

x

d z
d z




 と関連付けてい

る。この規格では，ISO 11145 及び ISO 13694 における，だ（楕）円率の定義と一致するように定

義している。 

3.7 
円形放射パワー密度分布（circular radiant power density distribution） 

だ（楕）円率が 0.87 以上の放射パワー密度分布 

（出典:ISO 11145:2018 の 3.6.4） 

3.8 
ビーム径，dσ(z)（beam diameter） 

軸方向位置 z におけるビーム断面での，円形放射パワー密度分布の，2 次モーメントに基づく広がり範

囲 

注釈 1 2 次モーメントによるビーム径の計算式は，7.2 に示されている。 

3.9 
無収差（stigmatism） 

自由伝搬では任意の面で円形放射パワー密度分布をもち，円筒レンズ通過後もそれと同じか，又は円筒

レンズと同じ方位角（3.4 参照）の放射パワー密度分布をもつビームの性質 
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3.10 
単純非点収差（simple astigmatism） 

自由伝搬では方位角（3.4）が一定であり，円筒軸が主軸（3.3）の一つに平行である円筒光学素子を通

過した後も元の方位角（3.4）を保持する非点収差ビームの特性 

注釈 1 単純非点収差（3.10）をもつビームに対応する放射パワー密度分布の主軸（3.3）を，そのビー

ムの主軸（3.3）という。 

3.11 
一般非点収差（general astigmatism） 

無収差でも単純非点収差でもないビームの特性 

注釈 1 この規格では，無収差及び単純非点収差をもつビームだけを扱う。一般非点収差ビームについ

ては，JIS C 6192-2 を参照。 

3.12 

ビームウェスト位置， 0 ' 0 ' 0, ,x yz z z （beam waist locations） 

＜単純非点収差ビーム，無収差ビーム＞ ビーム幅（3.5）又はビーム径（3.8）がビーム軸に沿って最小

値となる位置 

注釈 1 図 2 参照。 

注釈 2 この規格の適用範囲外である一般非点収差ビームに対しては，この定義は適用されない。JIS C 
6192-2 を参照。 

注釈 3 単純非点収差ビームの場合，主軸（3.3）におけるビームウェスト位置 z0x'と z0y'とは，一致する

場合と一致しない場合とがある。 

注釈 4 単純非点収差ビームに対してはビーム幅が，無収差ビームに対してはビーム径が用いられる。 
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図 2－単純非点収差ビームのビーム伝搬パラメータ 

3.13 
ビームウェスト幅，dσx’0, dσy’0（beam waist widths） 

＜単純非点収差ビーム＞ ビームウェスト位置 z0x'及び z0y'におけるビーム幅 dσx’(z0x’)及び dσy’(z0y’) 

3.14 
ビームウェスト径，dσ0（beam waist diameter） 

＜無収差ビーム＞ ビームウェスト位置 z0 におけるビーム径 dσ(z0) 

3.15 
ビーム広がり角，Θσx’, Θσy’, Θσ（beam divergence angles） 

次式で与えられる，ビームウェスト位置（3.12）からの距離の増加に伴うビーム幅（3.5）又はビーム径

（3.8）の増加を表す指標 
単純非点収差ビームに対しては， 

0 '

'
' ( )

0 '

( )lim
x

x
x z z

x

d z
z z


  



-----------------------------------------------------------------------------------(6) 

0 '

'
' ( )

0 '

( )
lim

y

y
y z z

y

d z
z z


  



-----------------------------------------------------------------------------------(7) 

無収差ビームに対しては， 
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0( )
0

( )lim
z z

d z
z z


  



---------------------------------------------------------------------------------------(8) 

注釈 1 ビーム広がり角は，全角で表す。 

注釈 2 この定義は，ビーム広がり角を実験室座標系だけで定義する ISO 11145:2018 の 3.8.2 での定義

とは異なるが，この規格における目的から，ビーム広がり角をビームの主軸（3.3）座標系で定

義している。 

3.16 
レイリー長，zR, zRx’, zRy’（Rayleigh length） 

＜単純非点収差ビーム，無収差ビーム＞ ビーム径（3.8）又はビーム幅（3.5）が，それぞれのビームウ

ェストでの値の 2倍となる位置とビームウェスト位置との伝搬方向距離 

注釈 1 ガウスビームの基本モードに対しては，次による。 

2
0

R 4
dz 


  
 

 

注釈 2 一般に，次式が成り立つ。 

0
R

dz 


  

（出典: ISO 11145:2018 の 3.9.1） 

3.17 
ビーム伝搬比（beam propagation ratios） 

注釈 1 ISO 11146:1999 の“times-diffraction-limit factor（仮訳：回折限界乗算因子）”は，この“ビーム

伝搬比”という用語で置き換えられる。 

注釈 2 3.17.1 及び 3.17.2 で定義するビーム伝搬比は，光学系がビームの無収差又は単純非点収差の特

性を変化させない限り，単純非点収差ビーム及び無収差ビームの伝搬不変量である。 

3.17.1 
ビーム伝搬比，Mx’

2, My’
2（beam propagation ratios） 

＜単純非点収差ビーム＞ 対象となるビームの主軸（3.3）に沿ったビームパラメータ積と同じ波長 λ の

回折限界完全ガウスビームのビームパラメータ積との比 

2 '0 '
' 4

x x
x

dM  


 ---------------------------------------------------------------------------------------(9) 

'0 '2
' 4

y y
y

d
M  


 ---------------------------------------------------------------------------------------(10) 

3.17.2 
ビーム伝搬比，M 2（beam propagation ratio） 

＜無収差ビーム＞ 対象となるビームのビームパラメータ積と同じ波長 λ の回折限界完全ガウスビーム

（TEM00）のビームパラメータ積との比 
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2 0

4
dM  


 -------------------------------------------------------------------------------------------(11) 

4 座標系 

x 軸，y 軸及び z 軸は，実験室座標系における直交座標で定義し，ユーザーが指定する。z 軸は，ビーム

伝搬方向とほぼ一致しなけれなならない。x 軸及び y 軸は，ビーム断面での座標で，通常はそれぞれ水平

軸及び垂直軸である。z 軸の原点は，製造業者によって指定された参照 x-y 面，例えば，レーザきょう（筐）

体前面にとられる。 

5 測定法原理 

5.1 適用対象 

この規格に示す測定法原理は，無収差ビーム及び単純非点収差ビームにだけ有効である。一般非点収差

ビームには，JIS C 6192-2 を適用する。 

5.2 ビーム幅及びビーム径 

位置 z でのビーム幅又はビーム径を決定するには，レーザビームの放射パワー密度分布をこの位置 z に

おける x-y 面で測定する。必要に応じて，測定データに適切なバックグラウンド補正を適用する（附属書

JA を参照）。測定された放射パワー密度分布から，1 次モーメント及び 2 次モーメントが計算される。2 次

モーメントから，ビーム幅 dσx’(z)及び dσy’(z)，ビームだ（楕）円率 ε(z)並びに必要に応じて，ビーム径 dσ(z)
を決定する。 

5.3 ビーム広がり角 

自由伝搬ビームのビーム広がり角は，集束光学素子の焦点面におけるビーム幅又はビーム径の測定に基

づいて決定される。 

まず，レーザビームは，無収差の集束光学素子によって変換しなければならない。単純非点収差ビーム

の場合，集束光学素子の後側主平面から焦点距離 f だけ離れた位置でビーム幅 dσx’f 及び dσy’f を測定する。

対応するビーム広がり角 Θσx’及び Θσy’は，次に示す式(12)及び(13)の関係式によって決定される。 

'
'

x f
x

d
f


  -----------------------------------------------------------------------------------------------(12) 

'
'

y f
y

d
f


  -----------------------------------------------------------------------------------------------(13) 

無収差ビームの場合には，ビーム径 dσf を測定し，ビーム広がり角 Θσ は，次の式(14)によって決定され

る。 

fd
f


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------(14) 
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注記 この手順によって，自由伝搬ビームのビーム広がり角が得られる。集束光学素子を用いることに

よって，この集束光学素子を透過する前のビーム広がり角の測定を可能としている。 

5.4 ビーム伝搬比 

ビーム伝搬比 Mx’
2，My’

2 又は M2 を決定するには，ビームウェスト幅 dσx’0 及び dσy’0 又はビーム径 dσ0，並

びに対応するビーム広がり角 Θσx’，Θσy’又は Θσ を決定する。 

5.5 ビームウェスト位置，ビーム幅，ビーム広がり角及びビーム伝搬比の合同測定 

伝搬軸に沿ったビーム幅データは，箇条 9 で説明するように双曲線にフィッティングしなければならな

い。ビームウェスト位置，ビームウェスト幅，ビーム広がり角及びビーム伝搬比は，フィッティングパラ

メータから導出される。 

6 測定配置及び測定装置 

6.1 一般事項 

この測定は，ビーム伝搬軸に沿った複数の軸方向位置の断面における放射パワー密度分布の測定に基づ

いている。 

6.2 準備 

測定系の光軸は，測定するレーザビームと同軸であることが望ましい。この目的には，適切な光学的位

置合わせ装置が有効である（位置合わせレーザ，走査鏡など）。 

光学系の開口は，レーザビームの断面全体に対応することが望ましい。クリッピングによる損失は，総

ビーム出力又は総ビームエネルギーの 1 %未満でなければならない。これを判断するために，異なる幅の

開口を，各光学部品の前のビーム経路に導入することが可能である。出力信号を 5 %減少させる開口の直

径は，光学部品の開口の 0.8 倍未満であることが望ましい。 

光減衰器又はビーム形成光学系は，光軸が幾何学的中心を通過するように取り付けることが望ましい。

系統誤差を避けるために注意を払わなければならない。反射，干渉の影響，外部環境光，熱放射，又は空

気ドラフトは，全て，不確実性を増大させる潜在的な原因である。 

6.3 環境の制御 

測定装置の機械的及び音響的隔離，外部放射からの遮蔽，実験室の温度安定化，低雑音増幅器の選択な

どの適切な措置を講じて，パラメータ全体の不確実性への寄与の低減を確保する。 

高出力レーザ光路の大気環境には，レーザ放射を吸収してビームの熱変形を引き起こす可能性のあるガ

ス又は蒸気が含まれないように注意するのがよい。 

6.4 検出器系 

断面の放射パワー密度分布の測定には，高い空間分解能と高い信号対雑音比とを備えた検出器系の使用

が必要である。 

測定精度は，検出器系の空間分解能と信号対雑音比とに直接関係する。信号対雑音比は，大きなビーム

径で低出力のレーザビームにとって重要である（例えば，レーザビームの回折光部分）。 
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ピクセルベースの検出器系では，空間分解能は，ビーム幅又はビーム径の少なくとも 1/20 であることが

望ましい。 

実際には，放射パワー密度分布 E(x,y,z)のサイドローブの雑音が 2 次モーメント積分を支配する可能性が

ある。したがって，通常，バックグラウンド補正工程を適用する。より詳細については，附属書 JA を参

照。 

放射検出器系は，EN 61040:1992 の特に箇条 3 及び箇条 4 に従う。なお，次の点に留意しなければなら

ない。 

－ 検出器表面の損傷しきい値を確認し，レーザビームが損傷しきい値を超えないよう注意する。 

－ 検出器系の出力値（電圧など）が入力値（レーザ出力）に線形に依存することを，製造業者のデータ

又は測定によって確認する。検出器又は電子デバイスの波長依存性，非線形性又は不均一性は，校正

工程を使用して最小限に抑えるか又は補正する。 

－ 放射パワー密度分布を決定するために走査装置を使用する場合，走査時間を通じてレーザ出力が空間

的及び時間的に安定していることを確保するように注意する。 

－ パルスレーザビームを測定する場合，パルス中にビームパラメータが変化する可能性があるため，サ

ンプリングのトリガー時間遅延及び測定時間間隔が重要な役割を果たす。したがって，これらのパラ

メータを試験報告書に明記する。 

6.5 ビーム形成光学系及び光減衰器 

ビーム断面積が検出器面積よりも大きい場合は，適切な光学系を使用して，検出器面でのビーム断面積

を小さくする。倍率の変化を，評価手順中で考慮しなければならない。 

光学系は，波長に応じて選択する。 

検出器面でのレーザ出力密度を低減するには，光減衰器が必要になる場合がある。 

光減衰器は，レーザの光出力又は放射パワー密度が検出器の（線形）動作範囲又は損傷しきい値を超え

る場合に使用する。波長，偏光，角度に対する依存性，光減衰器の熱効果を含む非線形性又は不均一性は，

校正工程で最小限に抑えるか又は補正する。 

使用する光学素子は，いずれも相対的な放射パワー密度分布に大きな影響を与えるものであってはなら

ない。 

6.6 集束光学系 

集束光学系は，6.5 に規定するビーム形成光学系に関する要件に適合するものとする。集束光学系によっ

てもたらされる不確実性の合計は，ビーム幅の 1 %未満でなければならない。 

7 ビーム幅及びビーム系の測定 

7.1 測定手順 

測定開始前に，熱平衡を達成するためにレーザをウォームアップする。この時間は，製造業者によって

指定されている時間，又は記載されていない場合は少なくとも 1 時間である。測定は，評価対象のレーザ

の種類に対してレーザの製造業者が指定した動作条件で実行する。統計誤差を減らすためには，複数の測
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定値を平均化してもよい。 

7.2 評価 

ビーム幅又はビーム径を評価する前に，測定された分布にバックグラウンド補正を適用する（附属書 JA
を参照）。 

1 次モーメント及び 2 次モーメントは，測定及び補正された分布から計算される。対応する積分計算は，

積分領域という測定データのサブセットに対して実行する（図 3 参照）。そうしなければ，データ内の雑音

が積分に著しく影響する可能性があるためである。多くの場合，信頼性の高い結果を得るには，積分領域

を適切に選択することが重要である。次の手順では，積分領域の寸法及び位置を，最初は不明である測定

された放射パワー密度分布の寸法及び位置に関連付ける。したがって，反復手順が続くことになる。 
 

 

   記号説明 

    1: 積分領域輪郭 

図 3－レーザビームと積分領域との模式図をあわせて示した検出器アレイ 

式(1)～式(5)の全ての積分は，1 次モーメントとして定義されたビーム重心を中心とし，x 及び y 方向の

ビーム幅の 3 倍の寸法の積分領域で実行される。ビーム重心座標及びビーム幅は，最初は不明であるため，

手順は，積分領域の推定から始まる。この初期積分領域は，ビーム範囲と位置との近似となっていること

が望ましい。この積分領域を使用して，ビーム位置及び寸法の初期値が得られ，その初期値が次の積分領

域を再計算するために使用される。新しい積分領域から，ビーム位置及び寸法の新しい値が計算される。

この手順を，結果が収束するまで繰り返す。 

特定の状況では，理想的な積分領域が異なる場合がある。いずれの場合も，ビーム振幅は，積分範囲内

で検出限界を下回るのがよい。 

単純非点収差ビームの場合，その主軸の方位角 φ は，放射パワー密度分布の 2 次モーメントから次式(15)
によって得られる。 

2 2
x y  の場合には， 
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2

2 2

21( ) arctan
2

xy

x y

z



 

 
    

----------------------------------------------------------------------------(15) 

2 2
x y  の場合には，方位角 φ は，次式(16)によって得られる。 

 2sgn
4xy
   ------------------------------------------------------------------------------------------(16) 

ここで， 

 
2

2
2

sgn xy
xy

xy





 --------------------------------------------------------------------------------------------(17) 

主軸方向のビーム幅は，次の式(18)及び式(19)で与えられる。 

2 2
x y  の場合には， 

1
1 2

2 2 2 2 2 2 2 2
' ( ) 2 2 ( ) ( ) 4( )x x y x y xyd z      

 
       

 
-----------------------------------(18) 

1
1 2

2 2 2 2 2 2 2 2
' ( ) 2 2 ( ) ( ) 4( )y x y x y xyd z      

 
       

 
-----------------------------------(19) 

ここで， 

 
2 2

2 2
2 2

sgn x y
x y

x y

 
  

 


  


------------------------------------------------------------------------(20) 

2 2
x y  の場合には，ビーム幅は，次の式(21)及び式(22)で与えられる。 

 1/22 2 2
'( ) 2 2 2x x y xyd z       ----------------------------------------------------------------(21) 

 1/22 2 2
'( ) 2 2 2y x y xyd z       ----------------------------------------------------------------(22) 

これらの計算を測定ごとに実行し，ビーム幅及び方位角の平均値及び標準偏差を計算する。 

ビームだ（楕）円率 ε(z)が 0.87 より大きい場合，ビーム形状は，その測定位置で円対称であるとみなし

てもよく，ビーム径は，次式(23)から得ることが可能である。 

 
1

2 2 2( ) 2 2 x yd z    ---------------------------------------------------------------------------------(23) 

8 ビーム広がり角の測定 

8.1 測定手順 
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光軸が測定対象のレーザビームと同軸になるように集束光学素子をビーム経路内に配置する。 

集束光学素子の後側主平面から焦点距離 f だけ離れた位置に検出器系の測定面を配置する。 

注記 一般に，この位置は，集束光学素子後側のビームウェスト位置と同一ではない。 

統計誤差を減らすために，複数の測定値を平均化してもよい。 

8.2 評価 

各測定について，5.3 に示す式に従って，非集束ビームのビーム広がり角を計算し，ビーム広がり角の平

均値及び標準偏差を計算する。 

9 ビームウェスト位置，ビーム幅，ビーム広がり角及びビーム伝搬比の合同測定 

ビームウェストが直接測定でアクセスできる場合，ビームウェスト位置，ビーム幅，ビーム広がり角及

びビーム伝搬比は，伝搬軸 z に沿った異なる位置でのビーム幅の測定値を双曲線にフィッティングするこ

とによって決定する。したがって，少なくとも異なる 10 点の z 位置で測定を行わなければならない。測定

値の約半分は，ビームウェストから両側に 1 レイリー長以内に分布し，測定値の約半分は，ビームウェス

トから 2 レイリー長を超えて分布しなければならない。単純非点収差ビームの場合，この手順は，二つの

主軸方向に対してそれぞれ個別に適用する。 

一般非点収差ビームの予備測定を，測定データに適用する。測定されたプロファイルごとに，ビーム幅

dσx’及び dσy’並びに方位角 φ を計算する。任意の二つの非円形プロファイルの方位角の差が 10°より大きい

場合には，ビームは，一般非点収差ビームとみなし，JIS C 6192-2 を適用する。 

注記 1 この測定に失敗したとしても，それは無収差ビーム又は単純非点収差ビームである証拠にはな

らない。ビームには隠れた一般非点収差が発生する可能性があり，これは JIS C 6192-2 に規定

されている手順で検出することが可能である。 

伝搬軸 z に沿って測定されたビーム径 dσ への双曲線フィッティングは，次の式(24)のように表すことが

可能である。 

2( )d z a bz cz    ----------------------------------------------------------------------------------(24) 

双曲線（群）の係数 a，b 及び c（又は ax'，ay’，bx’，by’，cx’及び cy’）は，適切な数値的又は統計的曲線近

似法によって決定する（注記 2 及び注記 3 を参照）。ビーム伝搬パラメータの値は，次に示す式(25)～式(29)
を用いて得ることが可能である。 

0 2
bz
c


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------(25) 

2
0

1 4
2

d ac b
c   -----------------------------------------------------------------------------------(26) 

c  ------------------------------------------------------------------------------------------------------(27) 

2
R

1 4
2

z ac b
c

  ---------------------------------------------------------------------------------------(28) 



15 
C 6192-1：0000 (ISO 11146-1：2021) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

2 24
8

M ac b


  -------------------------------------------------------------------------------------(29) 

注記 2 各 z 位置で複数のビーム径測定を実行する場合は，データ点の分散に反比例してデータ点に重

み付けすることを勧める。 

注記 3 ビーム径の相対偏差の 2 乗の合計を最小化するようにフィッティングするのが一般的である。 

注記 4 非点隔差としても知られている非点ウェスト間距離Δza は，次式で与えられる。 

a 0 ' 0 'Δ x yz z z   

ISO 15367-1:2003 の 3.3.4 を参照。 

測定でビームウェストに直接アクセスできない場合は，6.6 で規定している無収差の集束光学素子を使

用して生成された人工ビームウェストに同じ手順を適用する。図 4 によって，人工ビームウェストから集

束光学素子の後側主面 H2 までの距離 z0,2 又は z0,2x’と z0,2y’とは，及びビーム幅 dσ2 又は dσ2x’ と dσ2y’とは，人

工ビームウェストで決定する。これらのデータから，集束光学素子の前側主面 H1 における元のビームのウ

ェスト位置 z0,1 又は z0,1x’と z0,1y’とは，次の式(30)を用いて計算することが可能である。 

 2
0,1 2z V x f  --------------------------------------------------------------------------------------------(30) 

ここで，x2（又は y2）は，次式(31)で決定される。 

2 0,2x z f  ------------------------------------------------------------------------------------------------(31) 

また，V は，次式で与えられる。 

2 2
R 2 2

fV
z x




----------------------------------------------------------------------------------------------(32) 

ここで， 

 f は，レンズの焦点距離である。 

 zR2 は，人工ビームウェストのレイリー長である。 

人工ビームウェストのレイリー長 zR2 は，双曲線フィッティング手順の式(24)及び式(28)を使用して決定

することが可能である。 

ビームウェスト径又はビームウェスト幅は，次の方法で計算することが可能である。 

1 2d V d   -------------------------------------------------------------------------------------------------(33) 
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記号説明 

1: 集束光学素子 

2: 前側主面 H1 

3: 後側主面 H2 

図 4－ビームウェスト位置を計算するための構成 

レイリー長は，次の方法で計算することが可能である。 

2
R1 R2z V z  ------------------------------------------------------------------------------------------------(34) 

ビーム広がり角は，次の方法で計算することが可能である。 

2
1 V

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------(35) 

10 試験報告書 

試験報告書には，次の情報を含まなければならない。 

a) 一般情報 

1) 試験は，JIS C 6192-1:0000 に従って実施したとの表記 

2) 試験日 

3) 試験機関の名称及び所在地 

4) 試験を実施した担当者名 

b) 試験対象レーザに関する情報 

1) レーザの種類 

2) 製造業者 

3) 製造業者のモデル名 

4) 製造番号 

c) 試験条件 
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1) 試験を実施したレーザの波長 

2) 温度（K）（半導体レーザ冷却液）（半導体レーザにだけ適用） 

3) 動作モード（CW 又はパルス） 

4) レーザパラメータ設定 

i) 出力放射パワー又はエネルギー 

ii) 電流又はエネルギー入力 

iii) パルスエネルギー 

iv) パルス持続時間 

v) パルス繰り返し率 

5) 偏光 

6) 環境条件 

d) 試験及び評価に関する情報 

1) 放射パワー分布の測定に使用した装置 

2) 検出器及びサンプリングシステム 

i) 検出器系の応答時間 

ii) サンプリングのトリガー遅延（パルスレーザだけ） 

iii) 測定時間間隔（パルスレーザだけ） 

3) ビーム形成光学系及び減衰法 

i) 光減衰器の種類 

ii) ビームスプリッターの種類 

iii) 集束光学素子の種類 

4) 試験に使用したその他の光学部品及びデバイス（偏光子，モノクロメーターなど） 

5) その他の関連パラメータ又は選択した試験方法の特性（絞り設定，基準面，基準軸，実験室系） 

e) 試験結果 

1) ビーム幅又はビーム径及び方位角（箇条 7 による。）推定 
位置 z__________________________________________________________________ 
 

 平均値 標準偏差 
ビーム径 dσ   
ビーム幅 dσx’   
ビーム幅 dσy’   
方位角 φ   

 

2) ビーム広がり角（箇条 8 による。） 
使用した集束光学素子___________________________________________________ 

焦点距離_______________________________________________________________ 
 

 平均値 標準偏差 
ビーム広がり角Θσ   
ビーム広がり角Θσx’   
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ビーム広がり角Θσy’   

 

3) 双曲線フィッティングによって得られたビーム伝搬パラメータ（箇条 9 による。） 
 

 値 推定される不確定性 

ビームウェスト位置 z0   
ビームウェスト位置 z0x’   
ビームウェスト位置 z0y’   
ビームウェスト径 d0   
ビームウェスト径 d0x’   
ビームウェスト径 d0y’   
方位角 φ   
レイリー長 zR   
レイリー長 zRx’   
レイリー長 zRy’   
ビーム広がり角 Θσ   
ビーム広がり角 Θσx’   
ビーム広がり角 Θσy’   
ビーム伝搬比 M 2   
ビーム伝搬比 M 2x’   
ビーム伝搬比 M 2y’   

 

 

  



19 
C 6192-1：0000 (ISO 11146-1：2021) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

附属書 JA 
（参考） 

バックグラウンド及びオフセットの補正 

この附属書 JA は，2004 年に第 1 版として発行された ISO/TR 11146-3 の箇条 3 を技術的内容及び構成を

変更することなく訳した附属書である。この附属書で引用又は参照している細分箇条番号は，全てこの附

属書中の細分箇条を示す。 

3 バックグラウンド及びオフセットの補正 

3.1 一般事項 

測定された放射パワー密度分布 Emeas(x,y)又は Hmeas(x,y)として記録された信号は，二つの部分に分割可能

である。一つは，試験対象ビームによって生成された“真の”放射パワー密度分布 E(x,y)又は H(x,y)で，も

う一つは，外部若しくは環境の放射又は検出器自体による雑音によって生成される不均質なバックグラウ

ンド分布 EB(x,y)である。 

meas B( , ) ( , ) ( , )E x y E x y E x y  ----------------------------------------------------------------------(53) 

ここで，バックグラウンド分布は，さらに，均一部分 EB,offset（ベースラインオフセット），不均一部分 
EB,inh(x,y) （ベースラインの傾きなど），及び高周波雑音成分 EB,noise(x,y)の三つに分けられる。 

B B,offset B,inh B,noise( , ) ( , ) ( , ) ( , )E x y E x y E x y E x y   ------------------------------------------(54) 

注記 通常，高周波雑音成分は，補正できず，補正する必要もない。ビームパラメータ計算における積

分によって，高周波雑音成分は，固有の統計誤差を決めるため，測定の再現性にだけ影響を及ぼ

すが，他のバックグラウンド分布は，系統誤差の要因となる。 

バックグラウンド分布は，その平均値 (EB,offse) 及び標準偏差（EB,σ）によって特徴付けられる場合がある。

全体の平均値に対する局所平均値の差で決まる検出器全体のバックグラウンド信号の変動が，標準偏差

EB,σ より小さい場合には，検出器のバックグラウンドは，均一であると考えることが可能である（3.4 を参

照）。 

ビームパラメータを評価する前に，分布の両端におけるバックグラウンド分布が積分を支配するのを防

ぐために，バックグラウンド補正を行う。最初のステップでは，測定された放射パワー密度分布からバッ

クグラウンド信号又は平均バックグラウンドを減じることで，粗い補正を実行する。検出器の全領域にわ

たって一定のバックグラウンドレベルをもつ検出器系の場合，平均バックグラウンド レベル減算補正を

適用することが可能である。その他の場合には，全て，完全なバックグラウンドマップの減算が必要であ

る。 

バックグラウンドマップ，又はバックグラウンドマップから決まる平均バックグラウンド（3.2 及び 3.3
を参照）を減算すると，ほとんどの場合 0.1 桁未満のオフセット誤差になる可能性があるが，常にベース

ラインオフセットが 0（ゼロ）になるわけではない。バックグラウンド雑音の統計的性質（ベースライン

オフセットは，全ての非照射ピクセルの平均として定義される。），周囲の放射源の変動，レーザによる散

乱光又はその他の非コヒーレント光（例えば，蛍光及び／又は残留励起光）によって，ベースラインオフ
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セットは，測定された放射パワー密度分布からだけ正確に決定することが可能である。ベースラインオフ

セットが小さい場合でも，測定された放射パワー密度分布を特徴付けるパラメータの評価において大きな

誤差が生じる可能性がある。したがって，特に小さなビーム（ビーム幅が検出器寸法の 0.25 倍未満）の場

合は，3.4 に示している追加の手順を適用する。 

適切なバックグラウンド減算の結果として，補正された放射パワー密度分布には，負の雑音値が存在し

なければならないとされている。正のノイズ振幅の補償を可能にするために，これらの負の雑音値をさら

なる評価に含める。 

3.2 バックグラウンド減算による粗い補正 

同一の実験配置を用いて，“暗画像”背景分布の記録は，放射パワー密度分布“信号分布”を取得する直

前に行う。CW レーザの場合，ビームは，レーザきょう（筐）体から出る位置で遮断されなければならな

いとされている。パルスレーザの場合には，レーザトリガーせずにデータを収集することが可能である。 

平均検出器バックグラウンドマップは，バックグラウンド分布の少なくとも n ＞10 の個別の測定値を

記録し平均をとることによって導出される。 

B B
1

1( , ) ( , )
n

i
i

E x y E x y
n 

  ------------------------------------------------------------------------------(55) 

バックグラウンドマップ減算を用いて補正された分布は，次式で与えらえる。 

meas B( , ) ( , ) ( , )E x y E x y E x y  ---------------------------------------------------------------------(56) 

一時的に変動する残留環境放射が検出器に入射し，結果がひずむ可能性がある場合には，バックグラウ

ンド及び信号分布の測定を直接連続して実行することが望ましい。パルスレーザ又は高速シャッターを備

えた CW レーザの場合，これは，バックグラウンドの“オンライン”減算と組み合わせた検出器系の連続

取得サイクルを使用して実現することが可能である。さらに 3.4 の規定が適用される。 

バックグラウンドマップを減算しても，ベースラインオフセットが常にゼロになるわけではない。ベー

スラインオフセットが小さい場合でも，測定された放射パワー密度分布を特徴付けるパラメータの評価で

は大きな誤差が生じる可能性がある。これらのベースラインオフセット誤差を最小限に抑えるように注意

しなければならないとされている（3.4 を参照）。 

3.3 平均バックグラウンド減算による粗い補正 

検出器の全領域にわたって一定のバックグラウンドレベルをもつ検出器系の場合，平均バックグラウン

ドレベル減算による測定分布の補正を使用することが可能である。 

検出器の領域全体にわたる平均検出器バックグラウンドレベル EB,offset は，少なくとも n ＞10 のバック

グラウンド分布の個々の測定値を記録し，検出器全体で平均することによって導出される。 

B,offset B
1 , 1

1 ( , )
n m

i
i x y

E E x y
m n  


  ---------------------------------------------------------------------(57) 
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ここで，m は，検出器上の個々の(x,y)データ記録点の総数である。 

平均バックグラウンドレベル減算を用いて，補正された分布は，次式で与えられる。 

meas B,offset( , ) ( , )E x y E x y E  -----------------------------------------------------------------------(58) 

バックグラウンドマップから決定された平均バックグラウンドを減算しても，ベースラインオフセット

が常にゼロになるとは限らない。ベースラインオフセットが小さい場合でも，測定された放射パワー密度

分布を特徴付けるパラメータの評価において大きな誤差が生じる可能性がある。これらのベースラインオ

フセット誤差を最小限に抑えるように注意しなければならないとされている（3.4 を参照）。 

3.2 及び 3.3 で記載した手順では，ほとんどの場合，オフセット誤差が 0.1 桁未満に抑えられる。特に小

さなビーム（ビーム幅が検出器寸法の 0.25 倍未満）の場合は，3.4 に示す追加手順を適用する。 

3.4 ベースラインオフセットの微補正 

3.4.1 一般事項 

バックグラウンド分布又はバックグラウンド分布から決定された平均バックグラウンドを減算しても，

常にベースラインオフセットがゼロになるわけではない。これは，バックグラウンド雑音の統計的性質（ベ

ースラインオフセットは，全ての非照射ピクセルの平均として定義される。），周囲の放射源の変動，又は

レーザによって引き起こされる散乱光若しくはその他の非コヒーレント光（蛍光及び／又は残留励起光な

ど）の影響を受けるためである。 

したがってベースラインオフセットは，測定された放射パワー密度分布からだけ正確に決定することが

可能である。ベースラインオフセットの測定値を提供できる全ての手順を使用可能である。次に示すよう

に，これまでに，このための幾つかの手順が役立つことが示されている。 

a) フーリエ変換法 

b) ヒストグラム法 

c) 統計的手法 

d) 近似法 

数学的な簡便さのため，後者の二つの方法［c)及び d)］だけについて，次に説明する。 

3.4.2 統計的手法 

バックグラウンド分布は，その平均値（EB,offset）及び標準偏差（EB,σ）によって特徴付けられる場合があ

る。ベースラインオフセット EB,offset 及び雑音 EB,σ の推測値は，非照射暗画像又は測定された分布内の非照

射領域から抽出してよい（3.4.3 を参照）。2 < nT < 4 として，階調値 Ei,j が， 

, B,offset T B,i jE E n E   -----------------------------------------------------------------------------------(59) 

を超える全てのピクセルは，照射されたピクセルとみなし，ビーム径の計算に含まなければならないとさ

れている。他のピクセルは，非照射ピクセルとみなし，それらの平均がベースラインオフセット値を与え，

これを測定データから減じる。測定された放射パワー密度分布は，常にデジタル化されるため，この手順

を測定データに直接適用することは不可能である。したがって，次のように，測定された画像の 2 次元畳
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み込み（n×m ピクセルのサブアレイの平均化）を計算する。 

2 2

, ,

2 2

1
( 1) ( 1)

n mr i s j

i j r s
n mr i s j

E E
m n

   

   


     -----------------------------------------------------------------(60) 

また，照射ピクセルを決定するために，次式の条件を適用する。 

B,
, B,offset T ( 1)( 1)i j

EE E n
n m

 
 

--------------------------------------------------------------------(61) 

ここで，2 < nT < 4。 

したがって，測定された画像から減算するベースラインオフセットは，非照射ピクセルの平均値によっ

て求められる。m 及び n の実用的な値は，画像寸法の 2 %～5 %である。畳み込み画像は，非照射ピクセル

の決定にだけ使用され，その後の評価は，オフセット補正された測定画像に適用する。 

注記 この手順は，基本的に画像のしきい値処理に関連する。しきい値を全桁にだけ設定できる従来の

しきい値処理法とは対照的に，この方法を使用すると追加の測定誤差が発生せず，情報が失われ

ることもない。 

3.4.3 近似法 

この方法は，統計的手法の推測値を提供するだけではない。多くの場合，このオフセット微補正の精度

で十分である。 

注記 レーザの非回折ビームの放射パワー密度分布は，中心から離れるにつれて急速に低下する。した

がって，ビーム幅が検出器寸法の 0.5 倍を超えない場合，通常測定された分布内にはレーザビー

ムに照射されない領域が存在する。これらは，恐らく画像の角である。 

画像内の N 個の非照射点（例えば，四隅のそれぞれにある n×m ピクセルの配列）のサンプルを平均し

てベースラインオフセットを決定すると，オフセットが直接得られ，これを測定された分布から減じる。

その場合，オフセットの不確実性が関係する。 

例 雑音が一桁で，n＝m＝50 の標準 CCD カメラを使用すると，残りのオフセット不確実性は，1/100 に

なる。 

m 及び n の実用的な値は，画像寸法の 2 %～5 %である。 

この方法の妥当性は，測定された分布のベースラインオフセットを，平均化に同じ領域が使用される暗

画像で得られたものと比較することによって確認することが望ましい。すなわち， 

offset,meas offset,dark

B,
t

E E N
n

E 


 -----------------------------------------------------------------------(62) 

ここで，nt は，4 未満とするのがよい。 

上記の関係が当てはまらない場合は，ビームが遮蔽された場合には発生しない他の放射が大量に存在す
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るか，ビーム寸法が検出器寸法に比べて大きすぎるために隅が照明されていることを示している。この場

合には，次のいずれかの手順を選択する。 

a) 総積算散乱が小さいビーム形成光学系を用いる。 

b) 低倍率で再決像する，又はより大きい検出器を用いる。 

c) 周囲放射及び非コヒーレント共振器光の遮蔽の改良 
  



24 
C 6192-1：0000 (ISO 11146-1：2021) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

附属書 JB 
（参考） 

ビーム幅測定の代替手法 

 

この附属書 JB は，2004 年に第 1 版として発行された ISO/TR 11146-3 の箇条 4 を技術的内容及び構成を

変更することなく訳した附属書である。この附属書で引用又は参照している細分箇条番号，表番号及び図

番号は，全てこの附属書中の細分箇条，表及び図を示す。 

4 ビーム測定の代替手法 

4.1 一般事項 

十分に高い信号対雑音比と同時に高い空間分解能を備えた測定機器が利用できない場合は，この箇条で

説明する代替方法を使用してもよい。これらの方法では，かなり単純な装置を使用して，多くの場合に許

容できる精度でビーム幅又はビーム径を測定することを可能にしている。 

この箇条で記載する評価方法は，矛盾のない伝搬形式を取得するために必要な空間放射パワー分布関数

の 2 次モーメントの決定法には基づいていない。 

2 次モーメントのビーム径と代替定義に基づくビーム径との関係は，放射パワー密度分布の形状に強く

依存する[3]。 

しかし，少なくとも幾つかの場合（表 1 参照）では，代替手法の一つを使用して決定されたビーム伝搬

比と，この ISO/TR 11146-3 に記載されている標準方法の結果との間に相関関係が存在することが実証され

ている。 

この相関関係は，次式のように表すことが可能である。 

 2 2 1 1j iM c M   ------------------------------------------------------------------------------(63) 

ここで， 

Mi
2 は，代替手法 i に基づくビーム伝搬比である。 

ci は，代替手法 i と標準方法との間の相関係数である。 

表 1－代替手法－相関係数 

代替手法 ci 
可変開口（4.2 参照） 1.14 
可動ナイフエッジ（4.3 参照） 0.81 
可動スリット（4.4 参照） 0.95 
注記 これらの ci は，安定共振器構造を備え，最大 10 W の光出力のガス

レーザビーム（及び最大 1 kW の CO2 レーザビーム）において，無

収差ビームで最大 M 2 = 4 まで検証された。より大きい M 2 値及び

他のタイプのレーザの場合は，別途相関係数を検証する必要があ

る。 
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ビーム伝搬比間のこの関係から，ビーム径（幅）を決定するための M 2 に依存する相関係数を導出する

ことが可能である。すなわち， 

 2 1 1i
j i

i

dd c M
M

     
--------------------------------------------------------------------------(64) 

ここで，di は，代替手法 i に基づくビーム径又はビーム幅である。 

三つの代替手法のそれぞれについて，次に記載する。 

4.2 可変開口法 

4.2.1 測定原理 

測定面に配置された可変絞りを使用して，開口部の直径の関数として透過放射パワーの割合を決定する

（図 3 参照）。ビームの未補正の直径は，ビームの全放射パワーの 86.5 %が透過できる最小開口径によっ

て定義される。ビーム径は，4.2.5 に示す式を使用して計算することが可能である。 

この方法は，主軸比が 1.15:1 を超えないビームにだけ使用することが可能である。 

4.2.2 検出器 

放射検出器は，EN 61040:1992，特にその規格の箇条 3 及び箇条 4 に従うことが望ましい。なお，次の点

に注意するのがよい。 

− 製造業者のデータ又は測定によって，検出器系の出力値（電圧など）が入力値（レーザ放射パワー） 
に線形に依存することを確認する。検出器又は電子デバイスの波長依存性，非線形性又は不均一性は，

校正手順を使用して最小限に抑えるか補正しなければならないとされている。 

− レーザビームが検出器表面の損傷閾値（放射照度，放射露光量，放射パワー，放射エネルギーに対し

て）を超えないように注意しなければならないとされている。 

− 感度は，検出器表面全体で均一でなければならず，検出器は，測定開口部内のビーム位置の影響を受

けないようにしなければならないとされている。 

− 検出器寸法は，レーザの総放射パワーの 99 %以上が検出器によって捕捉されるように選択しなければ

ならないとされている。 

 
a)  軸視断面図（検出器側）                                     b)  上面図 

記号説明 

1  可変絞り 

2  ビーム 

3  検出器 

4  レーザ 
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図 3－可変開口によるビーム幅測定の構成 

4.2.3 絞り及び開口 

一つの径寸法から次の径寸法に変えるとき，透過放射パワーの減少が 5 %未満になるように，段階的に

直径が変化する円形絞りを選択する。 

代替手段として，補正された開口設定を備えた可変絞り（アイリス）を使用してもよい。 

絞りは，動作中及びビーム放射エネルギーの吸収中に幾何学的形状を維持するように構築する（水冷式，

反射式，又は JIS C 6192-1 で指定されている減衰器を使用する場合がある。）。構成については，図 3 を参

照。 

4.2.4 試験手順 

絞りが光軸に対して垂直であることを確認する。検出器の測定開口部がビームの光軸の中心に来るよう

に，測定する幅の少なくとも 0.1 倍の精度で検出器の位置を合わせる。中心合わせ手順として，開口を約

80 %の放射パワー透過まで下げ，開口を放射パワー透過が最大となる位置まで移動する。 

検出器表面でビームと同軸の絞りを導入し，絞りが検出器領域の外側 30 %を覆うか又は遮蔽すること

で，ビームの総放射パワーが検出器表面に入射することを確認する。このとき，検出放射パワーに測定可

能な変化が発生しないことが望ましい。 

総放射パワー（P0）を記録する。 

検出放射パワーが 5 %以下に減少するように，段階的に絞りを小さくする。少なくとも，放射パワーが

元の合計出力読取り値の 86.5 %に減少する時点の開口の次に大きい開口寸法（d1）及び次に小さい開口寸

法（d2）を記録する。これらの各寸法設定で，それぞれの放射パワー（P1，P2）又は放射露光量（Q1，Q2）

の読取り値を記録する。 

4.2.5 評価 

総放射パワーの 86.5 %の前後での対応する放射パワーレベル点における既知寸法の開口間の線形補間に

よって，未補正のビーム径 d86.5 を次式で計算する。 

     86.5 1 86.5 1 2 1 2 1d d P P d d P P        - ---------------------------------------------------(65) 

対応する dσ を次式で計算する。 

 2
86.5 86.52

86.5

1 1.14 1 1d d M
M


     

------------------------------------------------------(66) 

測定限界については 4.1 参照。 

4.3 可動ナイフエッジ法 

4.3.1 測定原理 
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固定された大面積検出器の前で可動ナイフエッジによってビームを遮り，ナイフエッジ位置の関数とし

て透過放射パワーを測定する（図 4 参照）。補正前のビーム幅は，放射パワー透過率が 84 %及び 16 %とな

る二つのナイフエッジ位置間の距離の 2 倍で与えられる。ビーム幅は，式(67)及び式(68)を使用して計算す

ることが可能である。 

だ（楕）円ビームを扱う場合には，ナイフエッジの移動方向は，二つのビーム主軸と一致するように選

択する。 

4.3.2 検出器系 

4.2.2 に示す要件を適用する。ナイフエッジの長さは，少なくとも検出器の受光領域直径をカバーするよ

うに選択しなければならないとされている。 

4.3.3 無収差ビームに対する測定手順 

ナイフエッジをビームから十分に外した状態でビーム放射出力を記録する。 

検出器に到達する放射パワーが x 軸ナイフエッジによって初期ビーム放射パワーの 84 %に減少するま

で移動ステージを動かし，移動ステージの位置（x1）を記録する。 

続けて，初期ビーム放射パワーの 16 %だけが検出器に到達する位置まで移動ステージを動かし，移動ス

テージの位置（x2）を記録する。 

4.3.4 評価 

次式に従って，この位置での補正前のビーム幅 dk を計算する。 

2 12 ( )kd x x   -------------------------------------------------------------------------------------------(67) 

ここで(x2 − x1)は，移動ステージ位置の読取り値の差の絶対値である。 

対応する dσ を，次式に従って計算する。 

 2

2

1 0.81 1 1k k

k

d d M
M


     

---------------------------------------------------------------(68) 

測定限界については 4.1 参照。 
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記号説明 

1  ナイフエッジ 

2  受光装置 

3  ビーム 

4  移動ステージ 

5  マイクロメータ 

図 4－可動ナイフエッジによる測定の構成 

4.3.5 単純非点収差ビームに対する測定手順 

ビーム幅 dσx 及び dσy を求めるには，主軸に沿ってナイフエッジを移動させる 2 回の測定が必要である。

手順及び評価は，4.3.3 及び 4.3.4 で示したものと同じである。 

主軸は，次のようにして決めることが可能である。 

a) 補正前のビーム幅が同じになる二つの直交する移動方向を求める。 

b) 二つの方向を 45°回転した方向が主軸である。 

4.4 可動スリット法 

4.4.1 測定原理 

並進ステージに取り付けられたスリットを使用して，固定された大面積検出器の前でビームを遮り，ス

リット位置の関数として検出器における透過放射パワーを測定する（図 5 参照）。補正前のビーム幅は，放

射パワーが最大透過放射パワーの 13.5 %である二つのスリット位置間の距離によって求められる。ビーム

幅は，式(69)を用いて計算することが可能である。 

だ（楕）円ビームを扱う場合には，スリットの移動方向は，二つのビーム主軸と一致するように選択し

なければならないとされている。 

注記 ストリップ検出器を使用し，スリットと検出器とを一緒に移動させることによって，より大きな

直径のビームでも非常に一貫した結果を得ることが可能である。 
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記号説明: 

1  可動スリット 

2  受光装置 

3  ビーム 

4  移動ステージ 

5  マイクロメータ 

図 5－可動スリット法の測定構成 

4.4.2 検出器系 

4.2.2 参照。スリットの長さは，少なくとも検出器の受光領域の直径をカバーするように選択しなければ

ならないとされている。 

4.4.3 スリット 

使用するスリットの長さは，測定するビームのおおよその幅の 2 倍以上としなければならないとされて

いる。 

使用するスリットの幅は，測定するビームのおおよその幅の 1/20 以下としなければならないとされてい

る。 

4.4.4 無収差ビームに対する測定手順 

ビーム中に（伝搬軸に垂直に）配置されたスリットにおいて，最大の総放射パワーが開口部を通って検

出器に到達するスリット位置を求める。これを，読取り値 1 として記録する。 

ビームの一方の端で最大総放射パワー（読取り値 1）の 13.5 %だけが透過できるように，スリットを横

方向に移動する。このスリット位置（x1）を記録する。 

スリットを反対方向に横移動させ，ビームの反対側の端で最大総放射パワーの 13.5 %だけを透過させる

ようにする。このスリットの位置（x2）を記録する。 
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4.4.5 評価 

二つのスリット位置間の距離(x2 − x1)が，補正前のビーム幅 dS である。 

対応する dσ を，次式によって計算する。 

 2
S S2

S

1 0.95 1 1d d M
M


     

---------------------------------------------------------------(69) 

測定限界については 4.1 参照。 

4.4.6 単純非点収差ビームに対する測定手順 

ビーム幅 dσx 及び dσy を求めるには，主軸に沿ってスリットを移動させる 2 回の測定が必要である。手順

及び評価は，4.4.4 及び 4.4.5 で示したものと同じである。 

主軸は，次のようにして決めることが可能である。. 

a) 補正前のビーム幅が同じになる二つの直交する移動方向を求める。 

b) 二つの方向を 45°回転した方向が主軸である。 
  



31 
C 6192-1：0000 (ISO 11146-1：2021) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

参考文献 
 

[1] ISO/TR 11146-3, Lasers and laser-related equipment－Test methods for laser beam widths, divergence angles 
and beam propagation ratios－Part 3: Intrinsic and geometrical laser beam classification, propagation and 
details of test methods 

[2] ISO 15367-1, Lasers and laser-related equipment－Test methods for determination of the shape of a laser beam 
wavefront－Part 1: Terminology and fundamental aspects 

[3] SIEGMAN, A.E. et al., “Choice of clip levels for beam width measurements using knife edge techniques”, IEEE 
Journal of Quantum Electronics Vol. 27 p. 1098-1104 (1991) 

[4] ISO 11145:2018，Optics and photonics－Lasers and laser-related equipment－Vocabulary and symbols 

[5] ISO 11146:1999，Lasers and laser-related equipment－Test methods for laser beam parameters－Beam widths, 
divergence angle and beam propagation factor 

注記 この規格は，2005 年に廃止され，ISO 11146-1 に置き換わっている。 

 




